
地域の再生に向けた地方財政の安定化について

【現 状】 【課題・問題点】

１．地域経済を支えるための地方財源の安定
的な確保

２．臨時財政対策債に依存しない地方財政構
築のため、地方交付税の原資となる国税５
税の法定率を引き上げ

３．地震や豪雤災害等に対する防災・減災対
策強化のための予算措置（補助金・地方
債・地方交付税）の拡充

【要望・提言内容】

①定数削減などによる総人件費の抑制や徹底した事業の選択と
集中など、血の滲むような行財政改革を断行

・職員数：<H15>    18,788人 →  <H24>    16,363人 ▲ 2,425人(▲12.9％)
うち一般行政 4,645人 →  3,859人 ▲ 786人(▲16.9％) 

・人件費：<H15>  1,903億円 →  <H24>  1,629億円 ▲274億円(▲14.4％)

②高齢化の進行等に伴い社会保障関係費が増加し、予算額は
ここ１５年で倍増

③地方債残高について、通常債は発行抑制等により減尐している
ものの、臨時財政対策債の大量発行により全体の残高は増加

④近い将来、高い確率で発生が予想される東南海・南海地震等に
備えた地震・防災対策を集中的に実施（５年間で２８７億円）

①社会保障関係費は、今後も高齢化の進行等により年平均３．４％、
毎年２０億円以上の増加となり県財政を圧迫

②臨時財政対策債の償還が増大する中、景気の低迷等による国税
収入の減尐に伴い、さらなる臨時財政対策債の増加が懸念

③南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高想定を踏まえた、施
設の耐震化や緊急輸送道路、避難路等の整備など、防災・減災対
策の更なる推進が急務
梅雤前線豪雤災害からの早期復旧 ・ 復興に向けた取組の着実な
実施

安心・活力・発展の地域づくりのため、
安定財源の確保が不可欠
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力 強 い 地 域 産 業 の 振 興 に つ い て
【大分県の産業活性化に向けた取組】

１．法人税制等のさらなる軽減による国内外の産業立地
ギャップの解消

２．当面の電力（安定・安価）供給対策の実施と再生可能
エネルギーの導入促進

３．地域の魅力を高め、投資意欲を喚起し、雇用を維持・
創出する地方の取組に対する支援の拡充

４．地域経済を支える中小企業の経営基盤の安定・強化
や新製品・新技術の開発・販路拡大に向けた支援の

拡充

①長引くデフレと需給ギャップの存在
②円高や国際的に見て高い法人税、経済連

携の遅れなど我が国の国際競争力低下と
電力不足、電気料金の値上げなどによる
企業活動への影響

③国内産業の空洞化による雇用環境の悪化
④廃業数が開業数を上回るなど依然として

厳しい中小企業を取り巻く環境

産業集積の推進等、地方の産業振興
に向けた取組への支援が必要

地方の取組支援

東九州メディカルバレー構想の推進
①産学官が連携して、血液や血管に関する医療を

中心とした「研究開発」「人材育成」｢高度医療」
「医療機器生産」の４つの拠点づくり

②医療機器産業への地場企業の新規参入、医療
機器の国際競争力強化及びアジアに貢献する
地域づくりを推進

海底トンネルを活用した企業間連携のイメージ

人工腎臓（ダイアライザー）

【要望・提言内容】

地域の特色と強みを生かしたエネルギー政策の展開
～再生可能エネルギーの供給量・自給率日本一～
①「大分県エネルギー産業企業会」を中心に研究

開発、人材育成、販路開拓を総合的に支援し
エネルギー関連産業を育成

②小水力発電や温泉熱発電など特色を生かした
新エネルギーの導入促進

【課 題】

温泉熱発電システム

事業環境の改善

＋

地場中小企業の声
・円高や海外製品の流入に伴う厳しいコスト
競争を強いられている

・電気料金の値上げにより10%以上のコスト
増となる

大分コンビナート競争力強化
①「大分コンビナート企業協議会」を設立。「コ

ンビナート競争力強化ビジョン」を策定予定

法人税の減税や電力の安定供給など、
６重苦等の制約除去が必要



災害時にも地域を支える『底力』 ～東九州自動車道の早期完成について～

九州を循環するネットワークの構築に向け、

１．他区間に遅れることなく、供用予定を前倒しして

「佐伯～蒲江」間を平成２６年度までに完成！

追加IC（佐伯南（仮称））設置への支援

２．「築上～宇佐」間を平成２６年度までに完成！

３．国が責任を持って、スピーディに整備を進めるた

めに必要な予算を確保！

【要望・提言内容】

「繋げてこそネットワーク」つなごう 「佐伯～蒲江」間！
◆災害時や救急医療に不可欠な『命の道』

※大津波の影響を受けない基幹ネットワークの整備が急務！
◆農林水産業の市場拡大や企業誘致を促進する『活力の道』
◆通勤や買い物など日々の暮らしに必要な『生活の道』

◆福岡・大分・宮崎・鹿児島沿線住民９１０万人の大きな期待！

◆未供用区間の整備により、自動車産業、電気機械産業等
全産業の合計で約３兆９千億円の生産額増加

（九州経済産業局等試算）
◆カーアイランド九州（県北）、東九州メディカルバレー（県南）

等の構想実現に欠かすことはできない。

平成25年度～平成26年度 供用予定区間

凡 例

平成24年度末 供用済区間（予定を含む）

事業中区間（平成26年度末見込み）

基本計画区間（平成24年末現在）

「佐伯～蒲江」間

「北浦～須美江」間

平成２６年度末
（現時点の予定・目標）◆東九州自動車道の

供用率 未だ５５％
（２４年度末見込み）

◆赤実線区間は２６年度
までに供用予定

◆問題は２８年度供用予
定とされている２区間

◆南海トラフ巨大地震等
に対する大きな不安

【沿線の悲願 】

【最低限必要な社会基盤 】

【大きな効果 】

【現 状】

１
８
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人
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名
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ネットワークが構築

建
設
促
進
地
方
大
会

（
平
成
24
年
8
月

宮
崎
市
）



至熊本

至北九州

大分中央幹線道路

東
九
州
自
動
車
道

R212
通行止

R５７
通行止

至宮崎

県補助事業

命をつなぎ産業を支える道路ネットワークの整備について

◆中九州横断道路･中津日田道路･大分中央幹線道路(庄の原佐野線)･宇佐国見道路の
事業促進、格上げ

②21世紀の活力ある県土づくりを支える国･県道等道路網整備の推進

【要望・提言内容】

◆直轄事業の早期事業化

◆地域間交通を担う国道・県道の道路整備

【大分県における道路整備の現状】 【道路整備の方向性】

◆橋梁・トンネル等道路構造物の点検と長寿命化対策

③南海トラフ巨大地震等に備え防災機能の強化

◆孤立集落の発生を防ぐなど生活の安全・安心を高める道路整備

④橋梁・トンネル等道路構造物の老朽化対策

◆通学路の安全対策などの交通安全事業の推進

◆命をつなぐ道路ﾈｯﾄﾜｰｸの整備
九州北部豪雤により至る所で道路が寸断
し復旧復興に支障

◆緊急輸送道路の橋梁耐震補強・法面対策

１．国の直轄事業を含め道路整備に必要な予算の総額を確保

２．道路整備の遅れている地方への重点配分

３．防災・減災や老朽化対策への支援

◆産業を支える道路ﾈｯﾄﾜｰｸの整備
基幹産業に必要な輸送を効率化し地域

の競争力を高める

①地域高規格道路網の整備促進

北部九州に集積が進む自動車関連産業
・２４年度九州自動車生産台数は、過去最高１４５万台見込み
・ダイハツ九州部品調達率は、九州内６５％（Ｈ２３）

中九州横断道路の完成後は
（県庁所在地間：大分市～熊本市）
約７０分短縮（１６０分→９０分）

栃野西大山線（日田市大山町） 臼杵坂ノ市線（臼杵市）

（大分市） （大分市）

上蕨野橋 桁損傷状況 臼坂トンネル 変状調査

国道１０号 旦野原～中判田間の拡幅 国道２１０号 田原拡幅の延伸



竹田市内では
２名の死者、家屋の全半壊、
道路の流出！！

・被害総額：１４２億円

平成２４年７月洪水発生!!

◆短時間での多量の降雤により、流
量は平成２年を上回った

◆稲葉川はダムと河川改修が完了し
ていたことから、大きな浸水被害が
見られなかった

◆玉来川は、河川改修により一定の
効果は見られたものの、ダムが未
完成であったことから大きな浸水被
害が発生した

１ 竹田水害緊急治水ダム（玉来ダム）

２ 大分川ダム

災害に強い県土づくり ～玉来ダム･大分川ダムの整備推進について～

１．竹田水害緊急治水ダム（玉来ダム）の整備推進
２．大分川ダムの速やかな本体工事着工

７名の死者、家屋の全半壊、
道路・鉄道の流出！！
・被害総額：５３億円

昭和５７年７月洪水

平成２年７月洪水発生！！

５名の死者、家屋の全半壊、
道路・鉄道の流出！！
・被害総額：４６６億円

昭和５７年大水害
を上回る豪雨発生

玉来ダム

大野川

稲葉ダム

Ｈ２４年度末進捗率(見込)
稲葉ダム：１００% 玉来ダム：１８%

Ｈ２４年度末(見込)
進捗率：５６％

大分川ダム完成イメージ図 平成24年7月31日 大分合同新聞（朝刊）

【要望・提言内容】阿 蔵 新 橋

阿 蔵 新 橋

県民にとって
「大分川ダム建設」は

治水・利水で必要不可欠！

稲葉と玉来
２つでまもる城下町

県総合庁舎浸水状況（H24.7.12）

県総合庁舎
（竹田土木事務所）

玉来川（竹田市） Ｈ２４．７．１２ 玉来川（竹田市） Ｈ２４．７．１２

区　分 被災年 全壊・半壊 床上浸水 床下浸水 浸水面積

Ｈ２年 56戸 250戸 122戸 53ha

Ｈ２４年 3戸 1戸 3戸 14ha

Ｈ２年 58戸 273戸 69戸 324ha

Ｈ２４年 56戸 133戸 28戸 108ha

稲葉川

玉来川
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災害に強い県土づくり ～復旧・復興に向けた防災・減災対策について～

梅雤前線豪雤による浸水被害や土砂災害の
早期復旧と再度災害防止の推進

【要望・提言内容】

【現状・問題点】 【 方 針 】

平成２４年梅雤前線豪雤で甚大な浸水被害が発生した箇所の緊急的な
対策や新たに土砂災害の危険度が高まった箇所の対策を実施し、「災害
に強い県土づくり」を推進する

◆河川浸水対策の実施
・浸水による被害を軽減するための緊急対策を重点的に実施

直轄区間･･･花月川、山国川 県管理区間・・・有田川、山国川

◆土砂災害対策の実施
・新たに土砂災害の危険度が高まった箇所の対策を重点的に実施

有田川（河川激甚災害対策特別緊急事業採択） 山国川（事業実施に向け要望中）

岳本川（特定緊急砂防事業要望中） 志谷川（特定緊急砂防事業要望中）

【平成２４年梅雤前線豪雤による被災状況】
◆中津・日田・竹田・由布・玖珠で甚大な浸水被害及び土砂災害が発生

・人的被害
死 者 ：３名
行 方不明者 ：１名
負 傷 者 ：５名

・人家被害
全壊 、 半壊 ： ２２８棟
床 上 浸 水 ：１，００６棟
床 下 浸 水 ：１，５０７棟

岳本川土石流発生状況
（１号ダム）

有田川出水状況（日掛橋）
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【土砂災害発生件数】

【アメダス降水量】

【土砂災害発生分布】
（H14～24）７月末時点比較

Ｈ２４年度
平年値の３．３倍

中津 日田 竹田 中津 日田 竹田
最大3時間雤量 最大24時間雤量

中津、日田、竹田
玖珠 中心に発生

山国川（中津市） Ｈ２４．７．１４有田川（日田市） Ｈ２４．７．３

岳本川（由布市） Ｈ２４．７．１ 志谷川（日田市） Ｈ２４．７．１４

観測史上1位
を更新

これまでの観測史上1位

7月3日～7月14日の観測値
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中津、日田、竹田、玖珠
で浸水被害及び
人的被害発生

【浸水家屋数】
(mm)

有田川（日田市） 岳本川（由布市）



災 害 に 強 い 森 林 づ く り に つ い て

【現 状】

【課題・問題点】

国主導による災害に強い森林づくりの推進と
新たな補助制度の創設

【要望・提言内容】

【大分県の森林づくり方針】

◆H24梅雤期豪雤災害では、河川沿いの森林が河岸の浸食などに
よって崩壊し、発生した流木は、農地、橋梁、港湾まで流出し被害
を与えた。

◆急峻な人工林では、土石流を伴う林地崩壊が発生し、下流域に被
害を与えた。

◆本県の被害額は、林業全体で約50億円に上った。

河岸の林地崩壊（竹田市玉来川） 流木被害状況（竹田市玉来川）

・H２５年度－県独自に荒廃森林の整備を予定

①河川の浸食等により流木発生の恐れがある人工林

→ 更新伐による広葉樹林への転換

②風倒木や土石流の恐れがある尾根や急傾斜の人工林

→ 強度間伐による針広混交林化や広葉樹林化の推進

①河川や渓流沿いの広葉樹林化 ②尾根部や急傾斜地の針広混交林
化

も り

◆将来的に発生が懸念される気象災害に強い森林づくりが必要！
◆現行の国庫補助事業では、伐採率の制限（50％上限）のため、

流木化の恐れがある森林区域を皆伐（100％伐採）できない

◆施業の困難な河川沿いや急傾斜地の整備は、経費負担がより
大きくなるため、経済林と同一の補助単価では実施困難

→  森林の現況に応じた伐採率や補助単価の設定が必要

・H２４年度－地域森林計画において基本方針を策定

具体的に整備を行う市町村森林整備計画へ反映

災害の危険性が高く、経済林として不利な森林の広葉樹林化

森林の公益的諸機能の増進とあわせ、経済林への集中投資が可能



大野川上流地域の農業振興に向けた大蘇ダムの早期完成について

【現 状】

１．大蘇ダムの早期完成と１日でも早い地元へ
の安定した用水供給

２．平成２２年度からの３年間で検証していない
工種等についての十分な調査の実施

３．地域の水需要の実態に即し、時間給水の
解消など地元が納得する水利権の更新

４．大蘇ダムの国直轄管理の適用と地元の維
持管理費が増加しない支援措置

【要望・提言内容】

・十分な調査を踏まえた、対策工事の計画的実施

・必要給水量の確保

・将来の維持管理費の増加懸念

《対策工事の概要》

[期 間] 平成２５年度から７年間 ※用水供給なしの場合

(工事５年＋試験湛水２年)
[内 容] 〈斜面部〉コンクリート吹付工

〈池底部〉遮水シート
[事業費] 約１２６億円

【今後の課題】【取組状況と今後の方針】

◆昭和５４年着工から３０年以上経過

◆総事業費の増加（当初：130億円→現在：596億円）

◆計画どおりの用水供給が困難

⇒大蘇ダム現有機能は計画水量の約45%

大蘇ダム浸透抑制対策（コンクリート吹付工）の実施状況

《吹付実証箇所》

◆国が平成２２から２４年度の３年間、浸透抑制対策工事
や利水機能の検証を実施

◆国は、平成２５年度以降、国営事業による大蘇ダム対策
の実施を地元に提示

⇒地元土地改良区・市・県・県議会ともに早期完成を切望

検証結果を踏まえ



農業水利施設の適正な維持管理と更新整備の促進について

【現 状】 【課題・問題点】

１．農業水利施設を維持管理する土地改
良区等に対する公的支援

２．農業用水の安定的な供給を確保する
ため、老朽化した農業水利施設の更
新整備に対する負担軽減措置

【要望・提言内容】
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(億円) 今まで整備してきた基幹水利施設
のストック（資産価値）は、

２,４００億円

大分県の農業水利施設ストック

農業水利施設(水路・揚水機場)の経過年数別施設数

揚排水機場に関しては耐用
年数が２０年であり、全２２
施設のうち１８施設（８２％）
が耐用年数を超過

水路に関しては耐用年数が
４０年であり、全２１７施設の
うち１１２施設（５２％）が耐
用年数を超過

① 持続可能な力強い農業の実現に向けて、担い手へ農地を集積
する必要があるが、一方農業水利施設を管理する関係農家数
が減尐することから、適正な農業水利施設の維持管理が困難
となることが懸念される

② 土地改良区等においては、農産物価格の低迷や組合員の高齢
化などにより、年々、経営基盤が悪化している
こうした状況の中、施設の更新整備に係る多額の事業費を更に
負担することは非常に厳しくなることが懸念される

用水路(暗渠)の天端に亀裂が発生 ダムの取水ゲートの油もれ

老朽化の進行
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木 質 バ イ オ マ ス 発 電 の 推 進 に つ い て

【現状とこれまでの取組状況】

林地残材等を活用した木質バイオマス発電所の

整備に対する新たな支援制度の創設

【要望・提言内容】

◆国の｢森林・林業基本計画｣に掲げる木材供給の増加目標を
受け、県としても素材生産力強化を推進している。

◆林地残材は毎年約40万㎥発生しているが、それらの有効活
用が図られていない。

◆県内には大曲材等の低質材を扱う大口需要者がなく、原木
価格は、特に大曲材が大きく値下がりした。

１

２

（ 概 要 ）

事業主体：
㈱グリーン発電大分

場所：日田市天瀬町
規模：5,000kw

（林地残材10万m3相当）

事業費：約２０億円
（うち国庫補助金８億円）

【新たな木質バイオマス発電所の必要性】

《 期待される効果 》

①低質材の需要創出による価格の下支え

②切捨間伐から搬出間伐への転換促進

③地元雇用の創出

④森林所有者等への利益還元

搬出されずに放置された間伐材

県内に木質バイオマス発電所を建設
（H25年11月稼働予定）

日田市と並ぶ林業地の県南地域
でも、林地残材を確保する条件が
揃っているため、発電所の整備に
複数の企業が手を挙げており、地
元の期待も大きい

日田市の発電所では、林地残材
約１０万㎥の需要創出が見込まれ
るが、集材範囲は県北西部に限定

１

２

日田市の発電所（林地残材の最大集荷範囲＝半径50km）

木質バイオマス発電所を整備する上で、多額の初期投資が

ネックとなっている（5,000kw級の事業費：20億円程度）
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県内市場での

スギ価格の推移
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小曲材

直材

大曲材

10 11 12 1     2  3    4 5  6  7 
H23                 H24

木質バイオマス発電所の整備を目的とした新たな支援が必要！

県内の林地残材
40万㎥



地域における文化・芸術・スポーツの振興について

【現 状】 【課題・問題点】

地域における文化・芸術・スポーツ振興活動
の環境整備に対する支援の拡充

【要望・提言内容】

＜本県における文化・芸術の取組事例＞

◆ 大分県立美術館の建設
2015年開館予定 設計：坂茂建築設計

◆ 別府アルゲリッチ音楽祭
マルタ・アルゲリッチ氏が総監督を務める音楽祭
1998年より、別府市ほかにて、毎年開催

◆ 別府現代芸術フェスティバル２０１２
「混浴温泉世界」

文化芸術により、地域の魅力を全国に発信する国際芸術祭
2012年10月～12月に開催

◆ 国東半島アートプロジェクト
地域資源と現代芸術が出会うアートプロジェクト
2012年秋（アートツアーなど）、2013年春（写真展など）

＜本県におけるスポーツの取組事例＞

◆ 平成25年度全国高等学校総合体育大会
2013年7月28日～8月20日、大分・福岡・佐賀・長崎にて開催

◆ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成
身近にスポーツに親しめる環境づくりを推進

◆ プロスポーツチームによる地域活動
プロスポーツチーム（サッカーJ1、フットサル、バレーボールなど）
の選手・コーチによる子ども達との交流活動などの実施
（小学校への訪問など）

県立美術館の建設を契機に、地域の活性
化に向けた文化・芸術振興の多様な取組が
必要

ソフト・ハード両面における文化・芸術インフ
ラ整備のための財政基盤の強化が必要

文化・芸術企画の立案と調整を担うキュレー
ターやコーディネーターなどの人材育成が
必要

◆

◆

◆

競技力向上や健康の維持増進など、多様
化するニーズに対応するため、競技場の整
備や指導者養成、運営組織強化など、ハー
ド・ソフト両面の環境整備が必要

◆

＜文化・芸術＞

＜スポーツ＞

県立美術館パース図

混浴温泉世界 project02

県立美術館外観



高校奨学金事業の安定的運営について

【現 状】 【課題・問題点】

１．高校奨学金事業の安定的運営のため、
適切な収支見通しに基づいた交付金予算
の確保

２．依然として厳しい経済状況を踏まえ、
高校生修学支援基金事業の延長と
必要な予算の確保

【要望・提言内容】

事業継続のためには、奨学金の貸与人員、
貸与額の減を行う必要がある

◆高校奨学金事業は、平成１７年度に（独）日本学生
支援機構から都道府県に移管

◆主要な財源である同機構からの「高等学校等奨学
金事業交付金」の交付が平成２５年度でほぼ終了
する見込み

・平成１７年度から全国で約２,０００億円を１０年から１５年かけて交付
・平成２４年度までに９割超の約１,８５０億円が交付された見込み

◆奨学金の貸与を受けた者からの返還率
・平成２３年度 現年分 大分県：８８．８％ （国の設定：８４．０％）

過年分 大分県：３６．７％ （国の設定：１３．０％）

→本県では､奨学金の返還率向上に向け努力し、
国の設定を上回る返還率

経済的な理由で修学が困難
な生徒に対する十分な援護が
できない

大分県の試算では、このまま本事業を継続す
ると平成２７年度に財源が枯渇する

◆国の緊急経済対策として創設された「高校生修学
支援基金」が平成２５年度で枯渇

◆国からは、低所得者の返還の無期限猶予を内容と
する所得連動返済型奨学金制度の導入の働きかけ



全国 大分 九州 福岡 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

負担人口 501 588 525 475 510 477 608 575 573 554 
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①検視体制の強化
～ 死体取扱数の増加及び犯罪死の見逃し防止 ～

◆県下の死体取扱数は年々増加傾向
平成１３年 ９２２体→ 平成２３年 １，２９２体

◆死体取扱（検視）の実施時間の約７割が執務時間外であり、当直体制の
構築のための体制強化が不可欠

◆県警察の本部検視体制は尐なく当直体制が構築できていない
九州各県と比較しても尐ない

②暴力団対策の強化
～ 大分県暴力団排除条例に基づく暴力団排除活動のさらなる推進 ～

◆平成24年は大分県暴力団排除条例の施行を機に、暴力団の属性照会件数は
４倍以上に急増。照会業務への対応、暴力団の実態把握と基礎資料の認定
作業、条例の広報啓発活動等を行う体制の強化が急務

治安情勢の変化に対応する警察体制の強化について

【現 状】 【課 題】

１．検視官及び補助警察官の増員
２．暴力団排除活動推進警察官の増員

【要望・提言内容】

①都道府県警察官１人当たりの負担人口は、全国平均の501人に対し大
分県は588人であり、全国第18位、九州第２位の高負担

＜警察官の１人当たりの負担人口＞

②過去の増員状況

＜死体取扱(検視)数・執務時間外の実施率＞

＜九州各県の検視体制 （H24.4.1現在）＞

＜暴力団員等の属性照会件数の推移＞

10年間で1.4倍に増加

H19 H20 H21 H22 H23

1,238 1,370 1,265 1,266 1,292

829 994 861 828 854

67.0% 72.6% 68.1% 65.4% 66.1%

死体取扱総数

うち時間外

時間外の比率

区分

４倍以上に急増

平成24年度

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

検視体制 29 6 12 12 7 8 12 10

うち検視官 10 3 6 5 3 4 5 4

当直体制 ○ × ○ ○ × ○ ○ ×

区　　分

全国 大分県

・一層緻密かつ適正な死体取扱い業務を推進するための体制強化 182 3

・子どもと女性を性犯罪等の被害から守るための体制強化 777 7

・一層緻密かつ適正な死体取扱い業務を推進するための体制強化 60 0

・科学捜査力の充実を図るための警察署鑑識体制の強化 808 0

・一層緻密かつ適正な死体取扱い業務を推進するための体制強化 120 0

・サイバー犯罪の取締りを強化し、IT社会における国民の
　安全・安心を確保するための新たな捜査体制の構築

350 0

・公訴時効の廃止に伴う捜査体制の整備 363 0

・一層緻密かつ適正な死体取扱い業務を推進するための体制強化 102 0

・サイバー犯罪の取締りを強化し、IT社会における国民の
　安全・安心を確保するための新たな捜査体制の構築

308 7

・原子力関連施設における警戒警備体制の強化 216 0

H24

年度
増員数

地方警察官の増員項目

H21

H22

H23

区分 H19 H20 H2１ H22 H23 H24

照会件数 5,173 6,151 5,538 5,648 5,773 24,799



尐子化対策の推進について（社会的養護の拡充等）

【現 状】 【期待される効果】

【要望・提言内容】

【本県の取組の方向性】

◆ 児童虐待に対する関心の高まりや 児童虐待相談件数の推移

相談体制の充実等により、児童相
談所に寄せられる児童虐待相談
件数が急増

（大分県の状況）H12：225件→ H23：928件

◆家庭に引きこもりがちな子育て家庭
に対する、訪問型子育て 支援
（アウトリーチ）の必要性が増加

◆親の病気や離婚などにより、保護
者による適切な養育が期待できない
社会的支援を必要とする子どもが
増加

◆里親委託の増加に伴い、里親・里子
に 対する支援の必要性が増加

◆保育所の耐震化については、保育所の設置者も必要と感じて
いるが、経費等の問題から思うように進んでいない状況
（大分県の状況）耐震診断実施率23.6％、耐震化率62.2％

③さまざまな事情で親や家族と一緒に暮らせない子どもへ安全
で安心して暮らせる環境の提供、将来の自立 を支援

①児童虐待の未然防止から早期発見・早期対応、アフ ターケア
に至るまで、関係機関と連携した切れ目のない支援の強化

②孤立しがちな子育て家庭に対する、訪問型子育て支援の取組

強化

以下の取組を推進するための財政措置の拡充
１．安心こども基金の早期の拡充
２．社会的養護の拡充

・ 里親委託の一層の推進
・ファミリーホームの設置促進・体制強化

３．児童虐待防止対策の強化
・児童相談所の体制強化
・訪問型子育て支援（アウトリーチ）
事業の推進

４．保育所の耐震診断、耐震化の一層の促進
④地震の際の避難において、特に配慮が必要となる乳幼児が利

用している保育所の耐震化を促進

① 児童虐待に対する取組の強化
→  専門的相談体制の充実による児童虐待の未然防止

③ 社会的な養護の場の充実
→  里親制度の普及・促進、ファミリーホームの設置促進・体制

強化による、より家庭的な雰囲気の中での養育環境の充実
→  児童養護施設等を退所する児童などへの自立支援

② 訪問型子育て支援の取組促進
→  予防的取組による児童虐待の未然防止、 地域における

きめ細かな子育て支援の充実

④ 保育所の耐震化の促進
→  保育所設置者等が取り組みやすい補助事業等の充実によ

る子どもの安全・安心の確保
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尐子化対策の推進について（母子保健の充実）

【現状・課題】

１．妊婦健康診査の公費負担（１４回）にかかる
恒久的な財源措置

２．妊婦健康診査における歯科健康診査の導入

【要望・提言内容】

・財源確保ができず、公費負担の削減が懸念
・経済的理由による未受診妊婦の増加が懸念
・市町村格差のない制度が必要

①妊婦健康診査の公費負担
◆国の妊婦健康診査臨時特例交付金を財源に妊婦健康診

査の公費負担を拡充（２４年度まで）
◆妊婦健康診査は「子ども・子育て支援法（H.24.8.22公布）」

において市町村が行う地域子ども・子育て支援事業として
位置付けられている

◆平成２５年度以降の財源の確保が未定

①本県の妊婦健康診査の標準的公費負担の推移

②妊婦歯科健康診査の必要性

制度の後退＝
ハイリスク妊婦の増加

②妊婦健康診査における歯科診査の導入
◆妊娠中は口の中の衛生状態が悪くなる
◆妊婦に歯周病があると、早産しやすい傾向
◆妊婦のむし歯は子どものむし歯の原因
◆妊婦歯科健診の受診機会が尐ない

・早産予防・むし歯予防の対策として、妊婦の歯科
健康診査の受診機会の提供が必要

◆今まで妊婦健診は産婦人科に限られていたが、歯周病に罹患して
いる母親は、そうでない母親よりも７倍、低体重児を出産しやすい
という結果報告

◆妊婦が歯周病に罹患している場合、歯周病の炎症物質が血液中に
流れ込み、母親の子宮平滑筋収縮と子宮頸部の拡張をうながし、
早産の確率が３倍と上昇

◆妊婦にむし歯があると、むし歯の原因菌が子どもに移行し、子どもの
むし歯が増加

○ 診査回数　５回 ○ 診査回数 １４回 ○ 診査回数 １４回 ○ 診査回数 １４回

○ 検査項目 ○ 検査項目 ○ 検査項目 ○ 検査項目

・貧血検査 ・貧血検査 ・貧血検査 ・貧血検査

・Ｂ型肝炎検査 ・Ｂ型肝炎検査 ・Ｂ型肝炎検査 ・Ｂ型肝炎検査

・梅毒検査 ・梅毒検査 ・梅毒検査 ・梅毒検査

・血液型（ABO､Rh､ ・血液型（ABO､Rh､

　不規則抗体） 　不規則抗体）

・糖尿病検査 ・糖尿病検査

・Ｃ型肝炎検査 ・Ｃ型肝炎検査

・エイズ検査 ・エイズ検査

・ＨＴＬＶ－１検査 ・ＨＴＬＶ－１検査

・風疹ウイルス検査 ・風疹ウイルス検査

・Ｂ型溶血性レンサ ・Ｂ型溶血性レンサ

　球菌検査 　球菌検査

・子宮頸がん検査 ・子宮頸がん検査

・クラミジア検査

【平成２０年１０月～】 【平成２１年４月～】 【平成２２年４月～】 【平成２３年４月～】



ワクチン接種の環境整備について

【現 状】 【課題・問題点】

１．ヒブワクチン等任意接種の７ワクチン
について、予防接種法の定期接種へ
位置付け

２．新たに定期接種化するにあたっては、
地方自治体の負担増とならないよう、
国の責任において財源措置

３．ヒブワクチン等３ワクチンについては、
定期接種化されるまでは国の責任に
おいて財源措置

【要望・提言内容】

【制度・方針の内容や方向性】

ヒブワクチン等任意接種の７ワクチン
の予防接種法上の定期接種化

①ヒブや子宮頸がん予防等の任意接種の７ワクチンについて、
予防接種法上の定期接種化が検討されているが、早期の実現
が必要である

②ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防の３ワクチンは、
平成２２年度から子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に
より 公費助成されているが、２４年度までの時限措置である

③広く県民が安心して予防接種を受けるためには、接種費用を
全額公費負担とし、国が恒久的に財源を措置する必要がある

①ヒブ②小児用肺炎球菌
③子宮頸がん予防④水痘
⑤おたふくかぜ⑥Ｂ型肝炎

⑦成人用肺炎球菌

予防接種法§２４
予防接種を受けた者又はその保護者から実費を徴収することが
できる。

１類疾病

（集団発生・まん延予防目
的､致命率が高いことによ
る社会的損失の予防目的）

２類疾病

（個人の発病・重症化予防
目的）

任意接種ワクチンの接種状況

番号 ワクチンの名称 公費負担 備 考

① ヒブ
全額（実費
徴収可）

平成２４年度末まで国の基金事業により
公費助成（国１／２、市町村１／２）

② 小児用肺炎球菌

③ 子宮頸がん予防

④ 水痘

なし
⑤ おたふくかぜ

⑥ Ｂ型肝炎

⑦ 成人用肺炎球菌

１．定期接種ワクチンについては、国が低所得者相当分（３割）を財源措置

２．基金事業分については、市町村及び利用者の実質的な負担なし

３．その他のワクチンについては、公費助成なし


